
企業版ふるさと納税

大阪府のど真ん中にある市です。

国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して

企業が寄附を行った場合に法人関係税から税額控除される仕組みです。

損金算入

国税＋地方税
約３割

税額控除

法人住民税＋法人税
約４割

法人事業税
約２割

企業負担

約１割

通常の寄附の軽減効果

企業版ふるさと納税を活用した寄付の軽減効果

寄付額 ※税控除の上限額は税理士にご相談ください。

市のホームページ
などで企業ＰＲ

パートナーシップ
の新たな構築

社会貢献
ＳＤＧｓ推進
にもつながり
イメージアップ

税控除の他にもこのようなメリットがあります！

軽減効果
最大

約９割！

企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）とは



1 生涯を通じて「安心」して暮らせる「まち」をつくる事業

3

2

松原市の地方創生プロジェクト（寄附対象事業）

・1回あたり10万円以上のご寄附が対象となります。

・本社が松原市外に所在する企業様からのご寄附が、本制度の対象となります。

※本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します。

・寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。

誰もが「健やかに」暮らし、若い世代が結婚・出産・子育ての
希望をかなえ、未来を担う「ひと」をつくる事業

多様な「魅力」の創出と若者の働く意欲にこたえられる「仕事」を
つくる事業

お問合せ・お申込みは
松原市 市長公室 企画政策課
〒580-8501 大阪府松原市阿保1丁目1番1号
電話：072-334-1550（代表）

・防犯体制の充実

・地域防災力の向上

・協働のしくみづくり

・セーフコミュニティ活動の促進

・空き家等の適正管理及び利用活用の促進

・暮らしやすい住環境の充実 など

・市民主体の健康づくりの推進

・生活習慣病予防の推進

・地域医療体制の充実

・地域と連携した子育て見守り体制の充実

・ニーズに応じた保育の充実

・インターナショナルセーフスクールの推進

・特色ある教育の充実

・青少年を守り育てる地域づくり

・生涯学習の充実 など

・未利用地を活かした魅力ある都市空間づくり

・中小企業の経営支援

・企業誘致の推進と雇用環境の充実

・男女共同参画社会への意識向上

・移住・定住支援の充実

・松原ブランドの確立

・スポーツへの支援

・スケートボードパークを核としたまちづくり など

ご興味のあるかたは
ぜひお問い合わせください


